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D-73 HBs 抗原（B型肝炎の経過観察） 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「B 型肝炎」の抗ウイルス療法、肝庇護療法及び免疫療法

の治療をしている経過観察において、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連

検査の「3」の HBs 抗原を測定し算定することは認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「3」の HBs 抗原について

は、B型肝炎（診断時以外）患者に対する抗ウイルス療法、肝庇護療法及

び免疫療法の治療効果を判定するうえで、肝細胞内の B 型肝炎ウイルス

の増殖の病態を把握するために HBs 抗原定量値を経時的に測定すること

が最も有用である。 

 したがって、B型肝炎（診断時以外）患者に対する抗ウイルス療法、肝

庇護療法及び免疫療法の治療効果を判定するうえで、区分番号「D013」肝

炎ウイルス関連検査の「3」の HBs抗原を実施することは必要と認められ

る。 

 


